
証券コード　3936

平成30年６月５日

株　主　各　位
東京都港区浜松町一丁目７番３号

株式会社グローバルウェイ
代表取締役社長 各 務 　 正 人

第14回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

　さて、当社第14回定時株主総会を下記により開催いたしますの

で、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使す

ることができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご

検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示

いただき、平成30年６月20日（水曜日） 午後６時までに到着する

ようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具

記

１．日 時 平成30年６月21日（木曜日）午前10時（開場午前９時30分）

２．場 所 東京都港区芝公園２－４－１芝パークビルＢ館地下１階

TOKYO－CONVENTION HALL AP浜松町

（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３．目 的 事 項

報 告 事 項 第14期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）事業

報告及び計算書類報告の件

決 議 事 項

第１号議案

第２号議案

第３号議案

第４号議案

取締役４名選任の件

監査役１名選任の件

補欠監査役１名選任の件

会計監査人選任の件

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出

くださいますようお願い申しあげます。

　なお、株主総会参考書類、事業報告及び計算書類に修正が生じた場合は、修正

後 の 事 項 を イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト （ ア ド レ ス 　

http://www.globalway.co.jp）に掲載させていただきます。
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

(平成29年４月１日から
平成30年３月31日まで)

１．会社の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果

当事業年度におけるわが国の経済は、企業収益や雇用情勢に改善傾向が見

られ、緩やかな回復基調が続いております。一方で、米国の新政権による政

策動向、地政学的リスクの高まり等不安定な海外情勢の影響が懸念され、日

本経済は先行き不透明な状況で推移しました。

当社のソーシャル・ウェブメディア事業が属するインターネット関連市場

を取り巻く環境につきましては、スマートフォンやタブレット端末の普及に

伴い、インターネット利用人口の拡大が続いております。これに伴い、イン

ターネットを利用した企業の情報収集ニーズが活発化しており、当社サービ

スに対する需要は高まっております。

また、当社のビジネス・ウェブアプリケーション事業が属するクラウド市

場を取り巻く環境につきましては、企業が進める働き方改革や、オムニチャ

ネル等のデジタル変革に伴うIT投資によって、引き続き、当社サービスに対

する需要は高まっております。

このような環境の中、当社の業績につきましては、ソーシャル・ウェブメ

ディア事業では、当期に事業を譲り受けた採用成果報酬サービス「キャリコ

ネ転職」の体制構築が想定より遅延したことによる収益化の遅れ、

「TimeTicket（タイムチケット）」のユーザー数増加のため広告宣伝費を投

資したことにより、セグメント損失を計上しております。ビジネス・ウェブ

アプリケーション事業では、IoT（注１）に係る新規取引先からの引き合いも

あり前事業年度比で売上高及びセグメント利益が増加しております。

なお、当事業年度において営業損失になる見込みであったことから「固定

資産の減損に係る会計基準」に基づき、当社の固定資産について減損の兆候

が把握されました。これを受けて、将来の回収可能性を慎重に検討した結果、

帳簿価額を使用価値に基づいた回収可能価額まで減額し、当該減少額である

70,355千円を減損損失として計上しております。また、一部の投資先につい

て当初想定した収益計画が遅れており、回復可能性が不確実となったことか
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ら、投資有価証券評価損25,325千円及び関係会社株式評価損50,869千円を計

上いたしました。

以上の結果、当事業年度における売上高は1,251,507千円（前期比22.4％

増）、営業損失は145,246千円、経常損失は153,353千円、当期純損失は299,342

千円となりました。

当社のセグメントの業績は次のとおりであります。

ソーシャル・ウェブメディア事業

ソーシャル・ウェブメディア事業は、インターネット上にて運営している

働く人のための情報プラットホーム「キャリコネ」は、当事業年度の訪問者

数は62,237千人（前期は、47,820千人）となりました。訪問者数と売上高が

強く相関する収益構造である「キャリコネ」へのユーザーを誘導するため、

転職希望者向けに企業情報をまとめた特化型キュレーションメディア

「TENSHOCK（テンショック）」や、働く人のキャリア形成のための「キャリ

コネニュース」を展開し、当該施策によって、訪問者数は増加いたしました。

また、４月１日に事業を譲り受けた国内求職者向け転職Webサービス（キャリ

タス転職）と当社既存サービス（キャリコネ転職）との統合が完了し「新キ

ャリコネ転職」としてサービスを開始いたしました。契約企業数は約1,100社

から3,000社超に増加し、さらに求人掲載企業の獲得等を目的とし、熊本県に

営業拠点を４月に開設し運営を開始しておりますが、営業拠点の体制構築が

遅れたため、当社が求人企業から直接掲載を依頼された求人情報を介して求

人企業が採用に成功した場合の成果報酬売上が期初の想定より減少しました。

期初に想定していた効率化は、外部に委託していた一部のシステム運用を内

製化することで利益率の改善を図っておりますが、時間を要しており外注費

が増加しております。人材紹介を行うリクルーティング・サービスは、サー

ビス品質の向上を目的としたキャリア・コンサルタント教育に引き続き注力

しております。C2C向けサービス（注２）及びシェアリング・エコノミー型サ

ービス（注３）を展開する「TimeTicket（タイムチケット）」においては、

ユーザー数増加及びサービス利用の活性化に重点を置いており、広告宣伝費

の投資及びシステム改修を行っております。

この結果、当事業年度におけるソーシャル・ウェブメディア事業の売上高

は509,686千円（前期比5.7％増）、セグメント損失は110,320千円となりまし

た。
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ビジネス・ウェブアプリケーション事業

ビジネス・ウェブアプリケーション事業は、eコマース/CRM（注４）、販売

管理、IoT/BigDataを今年度の重点領域に定め技術力を蓄積するとともに、

Salesforce.com社、Talend社、Domo社及びAmazon社との協業を進めておりま

す。これらパートナー製品の再販及び導入支援サービスに加えて、Voxerをは

じめとしたクラウド型自社製品の開発と販売にも注力しております。当事業

年度においては、上記重点領域での新規契約が順調に推移しました。

この結果、当事業年度におけるビジネス・ウェブアプリケーション事業の

売上高は741,821千円（前期比37.5％増）、セグメント利益は128,799千円と

なりました。

（注１）IoTとは、Internet of Thingsの略称。全ての「モノ」がインターネ

ットを介して繋がり、モノ同士が人の操作・入力を介さず自律的に

適な制御が行われることを意味する。

（注２）C2C向けサービスとは、商取引の形態のうち主に一般消費者どうしの

売買・取引を扱う形態のサービス。

（注３）シェアリング・エコノミー型サービスとは、個人間で、個人が保有

する遊休資産（スキルのような無形のものも含む）の貸出しを仲介す

るサービス。

（注４）eコマース/CRMとは、企業のマーケティング活動及び商談管理を効率

化するクラウド型サービス。

② 設備投資の状況

当事業年度中において実施いたしました当社の設備投資の総額は16,111千

円であります。その主な内容は、自社使用ソフトウエア及び新入社員分のPC

購入であります。

　なお、当事業年度における重要な設備の除却、売却等はありません。

③ 資金調達の状況

該当事項はありません。

④ 他の会社の事業の譲受けの状況

当社は、平成29年４月１日を効力発生日として、株式会社ディスコよりイ

ンターネット転職サービス事業を譲受けました。
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(2) 財産及び損益の状況

区 分
第 11 期

(平成27年３月期)
第 12 期

(平成28年３月期)
第 13 期

(平成29年３月期)

第 14 期
(当事業年度)
(平成30年３月期)

売 上 高(千円) 945,346 1,188,245 1,022,215 1,251,507

経常利益 又は
経常損失 (△ )

(千円) 80,581 211,900 △105,296 △153,353

当期純利益 又は当期

純 損 失 ( △ )
(千円) 51,839 146,589 △120,246 △299,342

１株当たり当期純利益又は１株

当 た り 当 期 純 損 失 ( △ )
(円) 50.11 141.69 △104.72 △258.32

総 資 産(千円) 427,384 653,848 1,022,987 752,378

純 資 産(千円) 212,286 358,876 565,438 269,850

１ 株 当 た り純
資 産 額

(円) 205.20 346.89 488.98 231.16

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

該当事項はありません。

(4) 対処すべき課題

当社の継続的な発展及び経営基盤の安定を図っていくために、以下の事項

を今後の事業展開における主要な課題として認識し、事業展開を図る方針で

あります。

① キャリコネのデータベースを活かした新規事業等について

当社のソーシャル・ウェブメディア事業におきましては、現在、企業の口

コミや求人情報等、求職者への「職探し」に関する情報提供を軸とする「キ

ャリコネ」の運営を行っております。今後も訪問者数、登録者数増加のため

の施策を行い、口コミを蓄積させることによって、求職者だけではなく、求

人企業にとって採用ブランディング等で利用価値のあるサイトへの成長を目

指してまいります。また、「キャリコネ」の中心利用者はM1層（20～34歳の

男性）とF1層（20～34歳の女性）となっており、今後これらのターゲット層

のニーズを詳細に分析し、ライフイベントに関連したサービス展開を予定し

ております。また、将来的には、ASEAN諸国を中心とする東南アジア市場での

サービスの海外展開も検討してまいります。
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② 新規技術分野への対応及び自社開発製品の拡販について

当社のビジネス・ウェブアプリケーション事業におきましては、eコマー

ス/CRM、販売管理、IoT/BigDataを注力領域としてクラウド型の業務用ソフト

ウェア開発を行っております。中でも、CRM領域については、大手企業での導

入が一巡しつつあり、市場が飽和した場合には新規案件の獲得機会が減少す

る可能性があります。当社としては、今後の需要増加が予測されるeコマース

及びマーケティング領域に関して人材育成に力を注ぐとともに、製造業など

で取り扱う機器の保守・修理業務に対応するフィールドサービスと呼ばれる

CRMソリューションを強化していく予定です。

また、製品事業であるプロダクト・ディベロップメントで新規製品を投入

し、個別の受託案件に左右されないライセンス課金を主軸とした安定成長を

目指してまいります。

③ 情報管理体制の強化について

当社のソーシャル・ウェブメディア事業では、会員情報を含む個人情報を

保有しており、ビジネス・ウェブアプリケーション事業におきましては、ク

ライアントの業務用ソフトウェアの運営において顧客情報等を取り扱ってお

ります。これらの情報につきましては、社内規程の厳格な運用、定期的な社

内教育の実施、システム環境の整備などを行うことで厳密に管理しておりま

すが、今後も重要な課題のひとつとして認識し、管理体制の強化に取り組ん

でまいります。

④ コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の強化について

当社の事業の継続的な発展を実現させるためには、コーポレート・ガバナ

ンス機能の更なる強化が重要な課題であると認識しております。また、経営

の公正性・透明性を確保するため、業務運営の効率化やリスク管理の強化な

ど内部管理体制の強化に取り組んでまいります。

⑤ 人材の確保と教育について

当社が持続的に成長するためには、有能な人材の確保が重要であると考え、

専門性を有する人材の確保及び教育に注力してまいります。また、幅広い人

材採用活動を行っていくほか、OJT、社内教育等による従業員のレベルアップ

を進めてまいります。
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(5) 主要な事業内容（平成30年３月31日現在）

事 業 区 分 事 業 内 容

ソーシャル・ウェブ
メ デ ィ ア 事 業

　働く人のための情報プラットフォーム「キャリコネ」の運営

ビジネス・ウェブア
プリケーション事業

法人向けクラウド型業務ソフトウェアの開発と導入支援

(6) 主要な営業所（平成30年３月31日現在）

本 社 東京都港区浜松町一丁目７番３号

(7) 使用人の状況（平成30年３月31日現在）

使 用 人 数
前事業年度比
増 減

平 均 年 齢 平均勤続年数

86（11）名 ３（８）名 36.1歳 2.9年

（注）使用人数は就業人員数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を

外数で記載しております。

(8) 主要な借入先の状況（平成30年３月31日現在）

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 り そ な 銀 行 68百万円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 68百万円

株 式 会 社 常 陽 銀 行 68百万円

(9) その他会社の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

－ 7 －



２．株式の状況（平成30年３月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 4,100,000株

(2) 発行済株式の総数 1,159,557株

(3) 株主数 664名

(4) 大株主

株 主 名 持 株 数 ( 株 ) 持株比率(％)

各 務 　 正 人 777,000 67.01

ジ ュ ン ・ ヤ ン 55,000 4.74

渡 辺 　 信 明 43,000 3.71

パーソルキャリア株式会社 30,000 2.59

株 式 会 社 デ ィ ス コ 27,500 2.37

佐 藤 　 三 朋 11,000 0.95

矢 野 　 貴 久 10,000 0.86

楽 天 証 券 株 式 会 社 9,000 0.78

本 松 　 俊 之 5,600 0.48

株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｉ 証 券 5,400 0.47

（注）持株比率は自己株式（74株）を控除して計算しております。
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３．新株予約権等の状況

(1) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として

交付された新株予約権の状況

第1 0回新株予約権 第1 1回新株予約権

発 行 決 議 日 平成26年３月28日 平成27年３月27日

新 株 予 約 権 の 数 35個 35個

新株予約権の目的となる
株 式 の 種 類 と 数

普通株式　　　　350株
(新株予約権１個につき10株)

普通株式　　　　 350株
(新株予約権１個につき10株)

新株予約権の払込金額
新株予約権と引換えに払い
込みは要しない

新株予約権と引換えに払い
込みは要しない

新株予約権の行使に際して
出資される財産の価額

新株予約権１個当たり
6,250円

(１株当たり　625円)

新株予約権１個当たり
13,000円

(１株当たり　1,300円)

権 利 行 使 期 間
平成28年４月１日から
平成36年３月20日まで

平成29年４月１日から
平成37年３月13日まで

行 使 の 条 件

権利行使時においても、当
社、当社の子会社又は当社の
関連会社の取締役、監査役又
は従業員のいずれかの地位
を有することを要する。た
だし、本新株予約権者の退任
又は退職後の権利行使につ
き正当な理由があると取締
役会が認めた場合は、この限
りでない。

権利行使時においても、当
社、当社の子会社又は当社の
関連会社の取締役、監査役又
は従業員のいずれかの地位
を有することを要する。た
だし、本新株予約権者の退任
又は退職後の権利行使につ
き正当な理由があると取締
役会が認めた場合は、この限
りでない。

役 員 の
保有状況

取 締 役
（社外取締役を除く）

新株予約権の数　　　 35個
目的となる株式数　　350株
保有者数　　　　　　　1名

新株予約権の数　　　 35個
目的となる株式数　　350株
保有者数　　　　　　　1名

社 外 取 締 役
新株予約権の数　　　 －個
目的となる株式数　　 －株
保有者数　　　　　　 －名

新株予約権の数　　　 －個
目的となる株式数　　 －株
保有者数　　　　　　 －名

監 査 役
新株予約権の数　　　 －個
目的となる株式数　　 －株
保有者数　　　　　　 －名

新株予約権の数　　　 －個
目的となる株式数　　 －株
保有者数　　　　　　 －名
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第1 2回新株予約権 第1 3回新株予約権

発 行 決 議 日 平成27年11月19日 平成29年５月12日

新 株 予 約 権 の 数 1,075個 13,600個

新株予約権の目的となる
株 式 の 種 類 と 数

普通株式　　　1,075株
(新株予約権１個につき１株)

普通株式　　　13,600株
(新株予約権１個につき１株)

新株予約権の払込金額
新株予約権と引換えに払い
込みは要しない

新株予約権１個あたり50円

新株予約権の行使に際して
出資される財産の価額

新株予約権１個当たり
2,600円

(１株当たり　2,600円)

新株予約権１個当たり
4,300円

(１株当たり　4,300円)

権 利 行 使 期 間
平成29年11月20日から
平成37年10月30日まで

平成30年７月１日から
平成39年６月６日まで

行 使 の 条 件

権利行使時においても、当
社、当社の子会社又は当社の
関連会社の取締役、監査役又
は従業員のいずれかの地位
を有することを要する。た
だし、本新株予約権者の退任
又は退職後の権利行使につ
き正当な理由があると取締
役会が認めた場合は、この限
りでない。

権利行使時においても、当社
又は当社の関連会社の取締
役、監査役又は従業員である
ことを要する。ただし、任期
満了による退任、定年退職、
その他正当な理由があると
取締役会が認めた場合は、こ
の限りではない。

役 員 の
保有状況

取 締 役
（社外取締役を除く）

新株予約権の数　　　350個
目的となる株式数　　350株
保有者数　　　　　　　1名

新株予約権の数　 12,100個
目的となる株式数 12,100株
保有者数　　　　　　　3名

社 外 取 締 役
新株予約権の数　　　400個
目的となる株式数　　400株
保有者数　　　　　　　1名

新株予約権の数　　　900個
目的となる株式数　　900株
保有者数　　　　　　　1名

監 査 役
新株予約権の数　　　325個
目的となる株式数　　325株
保有者数　　　　　　　3名

新株予約権の数　　　600個
目的となる株式数　　600株
保有者数　　　　　　　3名

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権

の状況

　該当事項はありません。
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４．会社役員の状況

(1) 取締役及び監査役の状況（平成30年３月31日現在）

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 各 務 正 人
ソーシャル・ウェブメディア
事業部長

取 締 役 渡 辺 信 明
ビジネス・ウェブアプリケーシ
ョン事業部長

取 締 役 山 本 慶 一 管理部長

取 締 役 黒 田 真 行

ワーカーズイニシアティブ
株式会社代表取締役社長
ルーセントドアーズ株式会社
代表取締役社長

常 勤 監 査 役 直 井 隆 徳

監 査 役 下 山 秀 夫 下山公認会計士事務所所長

監 査 役 中 　 山 　 要 治 郎
株式会社ブロードリンク
代表取締役社長

（注）１．取締役黒田真行氏は、社外取締役であります。

２．監査役直井隆徳氏、下山秀夫氏及び中山要治郎氏は、社外監査役であります。

３．監査役下山秀夫氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する

相当程度の知見を有しております。

４．当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独

立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

(2) 責任限定契約の内容の概要

当社は、取締役（業務執行取締役等である者を除く。）及び監査役全員との間に、

会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する

契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条

第１項に定める額としております。なお、当該責任限定契約が認められるのは、当該

取締役（業務執行取締役等である者を除く。）又は監査役が責任の原因となった職務

の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
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(3) 取締役及び監査役の報酬等

当事業年度に係る報酬等の総額

区 分 員 数 報 酬 等 の 額

取 締 役
（う　ち　社　外　取　締　役）

4名
（1）

75百万円
（3）

監 査 役
（う　ち　社　外　監　査　役）

3
（3）

5
（5）

合 計
（う　ち　社　外　役　員）

7
（4）

80
（8）

（注）１．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりま

せん。

２．取締役の報酬限度額は、平成20年６月27日開催の第４回定時株主総会において、

年額200百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいてお

ります。

３．監査役の報酬限度額は、平成19年６月21日開催の第３回定時株主総会において、

年額10百万円以内と決議いただいております。

(4) 社外役員に関する事項

① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役黒田真行氏は、ワーカーズイニシアティブ株式会社及びルーセントドアーズ

株式会社の代表取締役社長であります。当社と兼職先との間には特別の関係はあ

りません。

・監査役下山秀夫氏は、下山公認会計士事務所所長であります。当社と兼職先との間

には特別の関係はありません。

・監査役中山要治郎氏は、株式会社ブロードリンクの代表取締役社長であります。当

社と兼職先との間には特別の関係はありません。
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②　当事業年度における主な活動状況

出 席 状 況 及 び 発 言 状 況

取締役 黒 田 真 行

当事業年度に開催された取締役会22回全てに出席いたし

ました。出席した取締役会において、人材関連サービス

市場に関する相当程度の知見及び経営者としての幅広い

知見に基づき、経営全般的見地から適宜発言を行ってお

ります。

監査役 直 井 隆 徳

当事業年度に開催された取締役会22回全て、監査役会13

回全てに出席いたしました。出席した取締役会及び監査

役会において、業界全体に対する広い見識と知的財産権

に対する幅広い知見に基づき、適宜発言を行っておりま

す。

監査役 下 山 秀 夫

当事業年度に開催された取締役会22回全て、監査役会13

回全てに出席いたしました。出席した取締役会及び監査

役会において、主に財務・会計等に関し、公認会計士と

しての専門的見地から適宜発言を行っております。

監査役 中　山　要治郎

当事業年度に開催された取締役会22回全て、監査役会13

回全てに出席いたしました。出席した取締役会及び監査

役会において、IT業界での勤務経験が長い監査役とし

て、業界全体に対する広い見識に基づき、適宜発言を行

っております。
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５．会計監査人の状況

(1) 名称　　　　　　　　　　新日本有限責任監査法人

(2) 報酬等の額

報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 15,000千円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の
利益の合計額

15,000千円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品

取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区

分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合

計額を記載しております。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬

見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえ

で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

(3) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があ

ると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関

する議案の内容を決定いたします。

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当す

ると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたし

ます。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後 初に招集される株

主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたしま

す。

６．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

【決定内容】

業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

当社は、平成27年６月15日付の取締役会決議において定めた「内部統制シス

テム整備基本方針」に基づき、内部統制システム及びリスク管理体制の整備を

行っております。
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(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制

① 当社は、経営理念として掲げた『お客様が心から感動するサービスを追求

し、社会の発展と繁栄に貢献します。』の実現のために、全役員及び従業

員が法令及び定款を遵守しながら事業を遂行してまいります。

② 当社は、法令遵守が事業を継続する上での 優先事項であると位置づけ、

「コンプライアンス規程」その他法令及び定款を遵守して業務を行うため

に必要となる各種社内諸規程を整備し、適宜見直し、社内研修等を通じた

周知により、役員及び従業員にその実行を義務付けます。

③ 当社の役員又は従業員が、当社内において法令又は定款その他社内規程に

反する行為を発見した場合に備え、社長又は担当取締役、あるいは管理部

門相談窓口への報告経路並びに監査役へ直接通報する手段を用意し、問題

の早期把握に努めております。また、通報を受けた者は速やかに 適なメ

ンバーを選任し対策チームを組成、必要な施策の実行を可能とする体制を

構築しております。

④ 社長は内部監査担当者を指名し、内部監査担当者は当社各部門が法令及び

定款、社内諸規程を遵守していることを確認し、結果を社長に報告します。

⑤ 財務報告の適正性を確保するために、経理及び決算業務並びに財務報告に

関する規程やマニュアル等を定め、財務報告の適正性に係る内部統制を整

備し、これを運用します。また、社長が指名する評価担当者は、これら内

部統制の整備及び運用の状況を毎期評価し、不備の有無の確認と必要な改

善を行ってまいります。

⑥ 当社は市民社会の秩序を乱し脅威を与える反社会的勢力との関係は一切

持たず、これら反社会的勢力からの不当な要求に対しては毅然とした態度

でこれに臨みます。また、反社会的勢力対応規程類の制定、社外の専門機

関とも連携して、全ての役員及び従業員が反社会的勢力の排除に向けた行

動を徹底いたします。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行や意思決定に係る議事録、稟議書その他の情報や記録

は、電磁的記録も含め、法令及び当社が定める「文書管理規程」その他の関

連諸規程に従って保存及び管理を適正に行います。
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(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

① 「リスク管理規程」を整備し、当社事業に関連する顕在化リスク及び潜在

的なリスクへ対応します。

② 把握されたリスク情報は毎月開催する経営会議における部門責任者の報

告を通じて社内で共有され、対応の検討を行います。また、重要なリスク

については取締役会において協議し、適時に実効性のある対策を講じます。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

① 取締役会規程に基づき毎月取締役会を開催し、また必要な場合には臨時取

締役会を開催し、経営上重要となる意思決定を迅速に行います。

② 取締役及び各グループ長以上の責任者が出席する経営会議を毎月開催し

て、各部門からの報告を通じて取締役の職務執行に必要となる情報の集中

を図ります。

③ 取締役の職務執行の効率性を確保するために、「組織管理規程」を整備

し、適切な職務権限の付与と明確に区分した業務分掌により業務を効率的

に執行します。

(5) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当

該使用人に関する事項

① 監査役がその職務を補助すべき使用人を求めた場合、当該要請に対して監

査役と管理部門担当役員が協議のうえ適切な人材を配し、監査役職務の補

助を指示します。

② 監査役職務の補助者は、当該補助業務に関しては取締役から独立性を有す

るものとして扱います。会社が行う人事考課及び人事異動、あるいは懲戒

処分に処する際は、事前に監査役とも協議し、必要な場合には監査役から

同意を得るものとします。

③ 監査役から補助業務に係る指示が行われた場合、当該補助者は当該職務を

他の業務よりも優先して取り組むこととします。また、業務の性質上必要

と認められる場合には、取締役等に対して当該指示やその具体的内容に関

する説明を拒むことができるものとします。

(6) 上記(5)の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対

する監査役の指示の実効性の確保に関する事項

① 取締役及び従業員は、随時その職務の執行状況や監査役の求める事項につ

いて報告を行います。また、取締役及び従業員による法令違反や会社に著
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しい損害を及ぼす事実、又はそのおそれがある状況を発見した場合、速や

かに監査役へ報告することとしております。

② 監査役に対する通報については、直接対面して行うほか、いつでも通報や

相談ができる専用のメールアドレスを用意しております。なお、監査役へ

の通報者については、会社に対して匿名性を確保することにより、当該通

報を行うことによって通報者に不利益が及ばないよう保護される制度とし

ております。

(7) 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関す

る事項

監査役又は監査役会がその職務の執行のために必要となる費用又は債務を、

前払いや事後の精算等により当社に請求した際には、当該費用又は債務が職

務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかにこれを受理し、当

該費用又は債務を会社が支払うものとします。

(8) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

① 監査役会では、年間の監査計画を策定して監査項目や各監査役の役割分担

を明確にし、監査の実効性と効率性を確保します。また、毎月及び必要に

応じて監査役会を臨時に開催し、決議すべき事項の決定のほか、各監査役

が実施した監査の状況について情報共有と協議を行い、問題点の有無や重

点監査項目の検討等を行うことで、監査の実効性の向上を図ります。

② 監査役は取締役会に毎回出席し、議事に対する意見を述べ、必要な勧告を

行うほか、取締役の職務執行の報告を受け、適宜質問を行います。

③ 監査役は自ら当社各部門の業務状況について日常的に確認します。また、

内部監査担当者や監査法人と必要な意見交換を適宜行い、三者が連携する

ことにより効果的な監査を実施します。

【運用状況】

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

(1) 重要な会議の開催

全取締役及び監査役出席のもと、取締役会を毎月及び臨時で開催し重要な

経営意思決定や取締役の職務執行の意思決定を監督しております。また、重

要な会議体である経営会議も毎月開催し、当社事業に関するリスクの分析、

検討を行いました。

－ 17 －



(2) 内部監査の実施状況

内部監査担当者は、内部監査計画に従い当社各部門が法令及び定款、社内

諸規程を遵守していることを確認し、結果を社長に報告しました。

(3) コンプライアンス

役員及び社員に対してコンプライアンスの周知徹底を図るため、社内研修

を実施しました。

(4) 監査役監査の状況

監査役監査計画に基づき監査を実施するとともに、定期的に代表取締役、

会計監査人及び内部監査部門と情報交換を行いました。監査役の職務の補助

者として管理部の社員1名が必要に応じて、適宜補佐いたしました。

７．会社の支配に関する基本方針

該当事項はありません。
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貸　借　対　照　表

（平成30年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

仕 掛 品

前 払 費 用

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 附 属 設 備

工具、器具及び備品

無 形 固 定 資 産

の れ ん

ソ フ ト ウ エ ア

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

敷 金 及 び 保 証 金

関係会社長期貸付金

712,111

426,429

201,840

35,055

48,486

299

40,266

0

0

0

0

0

0

40,266

4,906

8,845

15,015

11,500

（ 負 債 の 部 ）
流 動 負 債 337,558

買 掛 金 62,064

1年内返済予定の長
期 借 入 金

60,012

未 払 金 23,573

未 払 費 用 111,588

未 払 法 人 税 等 3,355

未 払 消 費 税 等 19,565

前 受 金 32,591

預 り 金 19,838

賞 与 引 当 金 4,784

返 金 引 当 金 185
固 定 負 債 144,969

長 期 借 入 金 144,969

負 債 合 計 482,527

（純資産の部）

株 主 資 本 268,035

資 本 金 212,707

資 本 剰 余 金 164,547

資 本 準 備 金 164,547

利 益 剰 余 金 △108,872

その他利益剰余金 △108,872

繰越利益剰余金 △108,872

自 己 株 式 △345

新 株 予 約 権 1,815

純 資 産 合 計 269,850

資 産 合 計 752,378 負 債 純 資 産 合 計 752,378
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損　益　計　算　書

(平成29年４月１日から
平成30年３月31日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 1,251,507

売 上 原 価 773,376

売 上 総 利 益 478,131

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 623,377

営 業 損 失 145,246

営 業 外 収 益

受 取 利 息 295

雑 収 入 73 369

営 業 外 費 用

支 払 利 息 1,032

為 替 差 損 7,421

雑 損 失 21 8,475

経 常 損 失 153,353

特 別 利 益

新 株 予 約 権 戻 入 益 145 145

特 別 損 失

減 損 損 失 70,355

固 定 資 産 除 却 損 89

投 資 有 価 証 券 評 価 損 25,325

関 係 会 社 株 式 評 価 損 50,869 146,641

税 引 前 当 期 純 損 失 299,849

法人税、住民税及び事業税 831

法 人 税 等 調 整 額 △1,337 △506

当 期 純 損 失 299,342
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株主資本等変動計算書

(平成29年４月１日から
平成30年３月31日まで)

（単位：千円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金合計
その他利益剰余金

利益剰余金合計
繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 211,564 163,404 163,404 190,470 190,470

当 期 変 動 額

当期純損失(△) △299,342 △299,342

新 株 の 発 行
（新株予約権の
行使）

1,142 1,142 1,142

自己株式の取得

株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）

当期変動額合計 1,142 1,142 1,142 △299,342 △299,342

当 期 末 残 高 212,707 164,547 164,547 △108,872 △108,872

株主資本
新株予約権 純資産合計

自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 － 565,438 － 565,438

当 期 変 動 額

当期純損失(△) △299,342 △299,342

新 株 の 発 行
（新株予約権の
行使）

2,285 2,285

自己株式の取得 △345 △345 △345

株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）

1,815 1,815

当期変動額合計 △345 △297,402 1,815 △295,587

当 期 末 残 高 △345 268,035 1,815 269,850
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

・その他有価証券

時価のないもの　移動平均法による原価法

② たな卸資産

・仕掛品　　　　　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、平成28年４月１日以降に取得した建物附属設

備については、定額法によっております。

主な耐用年数は以下のとおりです。

建物附属設備　　　　　　　15年

工具、器具及び備品　　　　４～５年

また、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、一括償却資

産として法人税法に規定する方法により、３年間で均等償却する方法を採用しており

ます。

② 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に

基づいております。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上

しております。

② 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額

を計上しております。

③ 返金引当金

当社と事業者間の人材紹介取引契約に基づき、求職者の退社に伴う返金の支出に備

えるため、実績率により返金見込額を計上しております。

(4) 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。

(5) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
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２．会計方針の変更に関する注記

該当事項はありません。

３．貸借対照表に関する注記

　(1) 有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　　　　　　　 49,163千円

　　上記減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

(2) 関係会社に対する金銭債権、債務

　長期金銭債権 11,500千円

４．損益計算書に関する注記

 関係会社との取引高

　営業取引による取引高　　　　　　　　　　　　　　　　　2,900千円

　営業取引以外の取引高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0千円

５．株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式 1,159,557株

(2) 当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

普通株式 74株

(3) 剰余金の配当に関する事項

該当事項はありません。

(4) 当事業年度の末日における新株予約権（権利行使期間が到来していないものを除

く。）の目的となる株式の種類及び数

普通株式 3,666株

６．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

当社の資金運用については、余剰資金を事業に投資するまでの待機資金と位置づけ

その流動性を維持するため短期的な預金等に限定し、また、資金調達については、必

要に応じ銀行借入による方針であります。また、デリバティブ取引については行わな

い方針であります。

② 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、回収までの期

間をおおむね短期に設定し、貸倒実績率も低いものとなっております。当該リスクに

ついては、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、主な取引先の信用状況を

定期的に把握することで、信用リスクを軽減しております。

営業債務である買掛金は、２ヶ月以内の支払期日であります。また、営業債務につ

いては、月次で資金繰計画を作成するなどの方法により、流動性リスクを管理してお
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ります。

③ 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、債権管理規定に従い、営業債権について、各事業部門における営業管理部

が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管

理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っており

ます。

資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は、各部署からの報告に基づき管理部が適時に資金計画を作成し、流動性リス

クを管理しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り

込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動すること

もあります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

平成30年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、

次のとおりであります。

貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

(1) 現 金 及 び 預 金 426,429 426,429 －

(2) 売 掛 金 201,840 201,840 －

(3) 敷金及び保証金※１ 2,619 2,527 △92

資産計 630,889 630,797 △92

(4) 買 掛 金 62,064 62,064 －

(5) 未 払 法 人 税 等 3,355 3,355 －

(6) 長 期 借 入 金 ※ ２ 204,981 204,939 △42

負債計 270,400 270,357 △42

※１　敷金及び保証金については、金融商品相当額のみを表示しております。

※２　１年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めております。

（注）１．金融商品の時価の算定方法に関する事項

(1)現金及び預金、(2)売掛金

これらはすべて短期間で決済されるものであり、時価は帳簿価額と近似している

ことから、当該帳簿価額によっております。
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(3)敷金及び保証金

この時価は、賃借期間の将来キャッシュ・フローをリスクフリーレートで割り引

いた現在価値により算定しております。

(4)買掛金、(5)未払法人税等

これらはすべて短期間で決済されるものであり、時価は帳簿価額と近似している

ことから、当該帳簿価額によっております。

(6)長期借入金

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に

想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 13,751

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められ

ることから、金融商品の時価等には含めておりません。

３．金銭債権の決算日後の償還予定額

（単位：千円）

区分 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超

売掛金 201,840 － － －

敷金及び保証金 － － － 15,015

合計 201,840 － － 15,015

４．長期借入金の返済予定額

（単位：千円）

区分 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超

長期借入金 60,012 144,969 － －

合計 60,012 144,969 － －
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７．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

賞与引当金 1,414千円

未払金 217千円

未払事業税 778千円

返金引当金 57千円

投資有価証券 7,754千円

関係会社株式 15,576千円

一括償却資産 661千円

敷金 431千円

減損損失 11,485千円

資産調整勘定 6,847千円

繰越欠損金 87,753千円

繰延税金資産小計 132,977千円

評価性引当額 △132,977千円

繰延税金資産合計 －

８．持分法損益等に関する注記

関連会社に対する投資の金額 59,715千円

持分法を適用した場合の投資の金額

持分法を適用した場合の投資利益の金額

6,282千円

△57,077千円

９．関連当事者との取引に関する注記

関連会社等

種 類
会社等の

名 称

議決権等の

所 有

（被所有）割

合 （ ％ ）

関連当

事者と

の関係

取 引

内 容

取 引 金 額

（ 千 円 ）
科 目

期 末 残 高

（ 千 円 ）

関　連

会　社

株式会社

CONTEN

TSERV 

Japan

所有直

接30％ －

資金の貸付

（注）
11,500

関係会社

長期貸付金
11,500

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

担保及び保証は設定しておりません。貸付期間は２年間です。
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10．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 231円16銭

(2) １株当たり当期純損失 258円32銭

11．重要な後発事象に関する注記

（子会社の設立）

当社は、平成30年４月13日開催の取締役会において、次のとおり子会社設立を決議いた

しました。

（１）設立の目的

このたび設立する新会社は、自分の空き時間をチケットにして販売できるサービス

「TimeTicket（タイムチケット）」事業のグローバル展開を目的としており、また、今

後新規発行し、タイムチケットで利用可能となる予定のトークン「タイムコイン（略

称：TCO）（仮称）」を利用したICO（Initial Coin Offering）実施を予定しています。

スイスは、将来タイムチケットに機能追加予定であるブロックチェーン技術の有能な人

材の確保ができること、また、FINMA（スイス金融市場監査局：the Swiss Financial 

Market Supervisory Authority）はICO実施のガイドラインを制定するなど、ICO実施に

適していると判断し、スイスに子会社を設立することを決定いたしました。

（２）設立する子会社の概要

① 商号 TimeTicket GmbH

② 住所 スイス

③ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 各務正人（当社代表取締役社長）

④ 事業内容 タイムチケット事業のグローバル展開

⑤ 資本金 スイスフラン20,000（約2,240,000円）（注）

⑥ 出資比率 当社 100％

⑦ 設立時期 平成30年５月

（注）使用為替レート １スイスフラン＝112円換算（平成30年３月31日）
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12．その他の注記

減損損失

当事業年度において、当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

(1) 減損損失を認識した資産

場所 用途 種類

本社（東京都港区） 事業用資産
建物附属設備，工具、器具及
び備品，のれん，ソフトウエ
ア

(2) グルーピングの方法

当社は、管理会計上の区分及び投資の意思決定を基礎として継続的に収支の把握がな

されている単位でグルーピングを実施しております。また、本社等、特定の事業との関

連が明確でない資産については共用資産としております。

(3) 減損損失の認識に至った経緯

事業用資産については、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである又は、継

続してマイナスとなる見込みであるため、減損損失を認識しております。

(4) 減損損失の金額

建物附属設備 24,180千円

工具、器具及び備品 8,115

のれん 28,124

ソフトウエア 9,935

合計 70,355

(5) 回収可能額の算定方法

資産または資産グループの回収可能価額は使用価値によって測定しており、回収可能

価額をゼロとみなしております。
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会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成30年５月18日

株式会社グローバルウェイ

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人
指定有限責任
社 員
業務執行社員

公認会計士 奥 見 　 正 浩 

指定有限責任
社 員
業務執行社員

公認会計士 松 尾 　 信 吉 

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社グロ

ーバルウェイの平成29年４月１日から平成30年３月31日までの第14期事業年

度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書

及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することに

ある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びそ

の附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統

制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場

から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監

査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し

て監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書

に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査

計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
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監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監

査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断

により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示

のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の

有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク

評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算

書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す

る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経

営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附

属明細書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した

と判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一

般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びそ

の附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において

適正に表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

当監査役会は、平成29年４月１日から平成30年３月31日までの第14期事業年度の取

締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本

監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(１) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況

及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の

執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(２) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務

の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、

情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施

しました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執

行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲

覧し、調査いたしました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合するこ

とを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要

なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に

関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統

制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況につ

いて定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしまし

た。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視

及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受

け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適

正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる

事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）

等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書

類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附

属明細書について検討いたしました。
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２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく

示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する

重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。

また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務

の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま

す。

平成30年５月22日

株式会社グローバルウェイ　監査役会

常勤監査役（社外監査役） 直 井 隆 徳 

監　査　役（社外監査役） 下 山 秀 夫 

監　査　役（社外監査役） 中　山　要治郎 

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　取締役４名選任の件

取締役４名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきま

しては、取締役４名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候 補
者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する
当社の株
式 数

１

か か む 　 ま さ と

各務　正人
（昭和48年４月11日）

平成10年７月　ＵＢＳ証券㈱入社

平成11年３月　ドイツ証券㈱入社

平成13年２月　ウェブメソッド㈱入社

平成16年10月　ユニーク・エクスペリエンス

㈱（現当社）設立　代表取締

役社長　就任（現任）

777,000株

２

わたなべ　のぶあき

渡辺　信明
（昭和53年４月21日）

平成13年４月　エヌ・ティ・ティ・ソフトウ

ェア㈱入社

平成15年11月　ウェブメソッド㈱入社

平成18年１月　当社　取締役就任（現任）

43,000株

３

※よしの　ひろのり

吉野　裕規
（昭和47年11月３日）

平成20年２月　㈱ソケッツ入社

平成26年12月　㈱シーエー・モバイル入社

平成28年４月　㈱グローバルウェイ入社

－

４

く ろ だ　まさゆき

黒田　真行
（昭和40年３月13日）

平成元年４月　㈱リクルート入社

平成24年４月　㈱Biz-IQ　取締役就任
 

平成25年４月　㈱リクルートドクターズキ

ャリア　取締役就任
 

平成26年７月　ワーカーズイニシアティブ

㈱　代表取締役社長就任（現

任）
 

平成26年９月　ルーセントドアーズ㈱　　

代表取締役社長就任（現任）

平成27年６月　当社　社外取締役就任（現

任）

800株

（注）１．※印は、新任の取締役候補者であります。

２．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

３．候補者各務正人氏は、会社法第２条第４号の２に定める親会社等であ

ります。
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４．各務正人氏、渡辺信明氏の２氏は現在当社の取締役であり、当社にお

ける地位及び担当は、事業報告の「４．会社役員の状況（1）取締役

及び監査役の状況」（11頁）に記載のとおりであります。

５．黒田真行氏は社外取締役候補者であります。同氏を社外取締役候補

者とした理由は、人材関連サービス市場に関する相当程度の知見及び

経営者としての幅広い知見が当社にとって有益であるとの判断から

選任をお願いするものであります。

６．候補者黒田真行氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取

締役としての在任期間は、本総会終結をもって３年となります。

７．黒田真行氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第

423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契

約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める 低責任限度額と

しております。なお、同氏の再任が承認された場合には、当該契約を

継続する予定であります。

８．当社は、黒田真行氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として

届け出ております。同氏が再任された場合は、当社は引き続き同氏を

独立役員とする予定であります。
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第２号議案　監査役１名選任の件

　監査役下山秀夫氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、新たに

監査役１名の選任をお願いするものであります。

　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する
当社の株
式 数

い か わ 　 え ま

井川　恵麻
（昭和48年11月４日）

平成８年６月　旧モルガン・スタンレー証

券入社

平成17年４月　クレディ・スイス証券入社

平成22年４月　バークレイズ証券入社

平成29年12月　カナン株式会社取締役就

任（現任）

－

（注）１．候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。

２．井川恵麻氏は、社外監査役候補者であります。同氏を社外監査役候補

者とした理由は、外資系証券会社で培ってこられた豊富な経験と幅広

い見識を当社の監査体制に活かしていただけるものと判断し、社外監

査役候補者として選任をお願いするものであります。

３．井川恵麻氏が監査役に就任した場合には、会社法第427条第１項の規

定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締

結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、

法令に定める 低責任限度額であります。
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第３号議案　補欠監査役１名選任の件

　法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１

名の選任をお願いするものであります。

　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する
当社の株
式 数

たけうち　ちゅうわ

竹内　中和
（昭和22年５月11日）

昭和45年５月　大阪商船三井船舶㈱（現　

㈱商船三井）入社

平成14年６月　㈱オレンジピーアール代

表取締役就任

平成20年６月　㈱ワンダーテーブル監査

役就任

平成22年６月　㈱ヒューマック入社

－

（注）１．候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。

２．竹内中和氏は、補欠の社外監査役候補者であります。同氏を補欠の社

外監査役候補者とした理由は、同氏の長年にわたる経営者及び監査役

としての豊富な経験や見識等を当社の監査体制に活かしていただく

ため、補欠の社外監査役としての選任をお願いするものであります。

３．竹内中和氏が監査役に就任した場合には、会社法第427条第１項の規

定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締

結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、

法令に定める 低責任限度額であります。

－ 36 －



第４号議案　会計監査人選任の件

当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人は、本総会終結の時を

もって任期満了により退任されますので、新たに会計監査人の選任をお願

いするものであります。

監査役会が監査法人元和を会計監査人の候補者とした理由は、同監査法

人が会計監査人に必要な専門性、独立性及び適正性を有し、当社が展開す

る事業分野への知見等を総合的に検討した結果、適任と判断したためであ

ります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の決定に基づいております。

会計監査人候補者は、次のとおりであります。

（平成30年３月31日現在）

名 称 監査法人元和

事 務 所 主たる事務所　　　東京都渋谷区猿楽町９番８号

沿 革 平成21年７月　　　監査法人元和設立

概 要 出資金　　　　　　　　　　　　　　9.5百万円

構成人員　社員（公認会計士）　　　　５名

　　　　　職員（公認会計士）　　　　16名

　　　　　　　（会計士補）　　　　　１名

　　　　　　　（その他の職員）　　　９名

　　　　合　計（非常勤含む）　　　　31名

以上
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株主総会会場ご案内図
東京都港区芝公園２－４－１

芝パークビルＢ館地下１階

TOKYO－CONVENTION HALL AP浜松町

　寄　駅
都営三田線 芝公園駅（A3出口）徒歩3分
都営浅草線・都営大江戸線 大門駅（A6出口）徒歩3分
ＪＲ京浜東北線・山手線 浜松町駅（北口）徒歩7分

※当会場には専用駐車場がございませんので、

ご了承のほどお願い申しあげます。


